
 

令和３年６月１日改訂  

みよし市では市内の中小企業者を対象に、以下のメニューで補助金を交付しております。 

交付を希望される場合は事業を実施する前に、裏面連絡先までお問い合わせください。 

№ 助成の種類 補   助   対   象 補助対象経費 補助限度額 

１ 人材確保 

人材確保を図るため、次の事業を実施する場合 

１ 市内外で開催される合同企業説明会へ出展 

２ 大手就職情報サイトへの掲載 

出展小間料及び

掲載料の５０％

以内 

２０万円 

（掲載料については、

同一年度１回限り） 

２ 人材育成 

専門の講師等による講習会・研修会等を実施する場合又は、社員

に国家資格を取得させる場合 

１ 社員の能力や専門知識の向上を図るもの、及び社員の資格・ 

 免許等取得を目指すものであること 

２ 国家資格については業務のために取得するものであること 

報償費、需用

費、役務費、委

託料、使用料、

賃借料及び受験

料の５０％以内 

講習会・研修会２０万

円（１団体：同一年度１

回限り） 

国家資格取得 

１名につき１０万円 

（同一年度２名まで） 

３ 研修受講 

中小企業大学校瀬戸校、中部職業能力開発促進センター又は、

国・地方公共団体等の公的団体が実施する研修を受講する場合 

１ 市内の事業所に属する経営者及び従業員が受講するもので、  

 修了証書の交付を受けるものであること 

受講料の５０％

以内 

１０万円以内 

（同一年度１回限り） 

４ 
特産品等 

開発 

市特産品、地域ブランドなど地域資源を活用した新商品の開発

に取り組み、完成させた場合 

旅費、需用費、

役務費、委託

料、使用料、賃

借料、備品購入

費及び広告宣伝

費（直接事業に

必要な備品に限

る）の 50%以内 

５０万円（ただし、２箇

年にわたる場合は２年

間で５０万円） 

５ 販路拡大 

販路拡大を図るため、見本市等への出展・販売、ホームページの

開設、広告看板の作成・設置をする場合 

１ 販路拡大を図るための見本市または展示会等への出展・販売

であること 

２ 新規にホームページを開設すること 

３ 販路拡大を図るための看板作成であること 

出展小間料、委

託料、需用費、ソ

フトウェア購入

費、手数料、看

板工事費の 50％

以内 

出展料 ２０万円 

HP開設費 ２０万円 

看板作成費（設置工事

含む）２０万円 

６ 創業（起業） 

新たな事業を手がけ、５年以上継続する場合 

１ 新たな事業の創業を試みる法人、個人 

２ 創業計画書の作成を行うものであること 

３ 新規にホームページを開設すること 

４ 新たな創業を広告するための看板作成であること 

新築費、改築・改

修費、賃借料、

機器購入費、ソフ

トウェア購入費、

手数料、看板工

事費の 50％以内 

新築費１００万円 

改築費・改修費５０万円 

賃借料６０万円（月５万

円、１２月分を限度） 

機器購入費８０万円 

HP開設費 ２０万円 

看板作成費 ２０万円 



№ 助成の種類 補   助   対   象 補助対象経費 補助限度額 

７ 専門家派遣 

独立行政法人中小企業基盤整備機構又は公益財団法人あいち

産業振興機構が行う技術改善・販路拡大等、専門家派遣事業を

利用する場合 

専門家、アドバイ

ザーの派遣費用

の５０％以内 

３０万円 

（同一年度１回限り） 

８ 
空き店舗 

工場活用 

市内の空き店舗・工場を賃借し、５年以上事業を継続する場合 

１ 空き店舗を活用する法人、個人 

２ 活用計画書を作成するものであること 

３ ６ヶ月以上活用されていない空き店舗・工場であること 

改修費、賃借

料、機器購入費

の５０％以内 

改修費５０万円 

賃借料６０万円（月５万

円、１２月分を限度） 

機器購入費８０万円 

９ 
合理化 

・拡充 

売上の向上を図る店舗、生産性を高める工場を目指し、市内で

既存の店舗・工場の合理化・拡充を手がけ、又機器を購入し５年

以上事業を継続する場合 

１ 市内で営んでいる事業を合理化・拡充する法人、個人 

２ 愛知県の定める中小企業経営革新計画の認定を受けたこと  

新築費、改修

費、機器購入費 

の５０％以内 

 

新築費１００万円 

改修費５０万円 

機器購入費８０万円 

 

10 
知的財産 

取得 

日本国特許庁への特許の出願若しくは出願審査請求又は国内

実用新案登録の出願を行う場合 

１ 市内において、同一事業を経営するものであること 

２ 特許出願若しくは出願審査請求又は国内実用新案登録の出

願を行うものであること 

出願費用(税を除

く)の５０％以内 

２０万円（各申請同一

年度１回限り） 

11 

ＢＣＰ（事業

継続計画）

策定 

法人の場合は本社、個人の場合は住所地、又は主たる事業所を

市内に有する事業者 

ＢＣＰ策定に要す

るコンサルティン

グ費の５０％以

内 

２０万円（ただし、２箇

年にわたる場合は２年

間で２０万円） 

12 
縁結日 

イベント開催 

市内に主たる事業所を有する複数の法人等が加盟、又は構成者

となる団体 

報償費、使用料

借上料、消耗品

費、印刷費、郵

送料、保険料、

広報費の５０％

以内 

４０万円（ただし、参加

者数１０人以上２０人

未満は３０万円） 

※１０人未満は対象外 

13 

感染症対策

環境整備 

事業 

感染症対策のための設備整備等を行った場合 

１ 飛沫防止対策（客席を隔離する衝立、飛沫防止カーテン等） 

２ 室内換気対策（サーキュレーター、扇風機等） 

３ 除菌・防菌対策（低濃度オゾン発生器等） 

４ キャッシュレス決済環境整備（決済端末、バーコードリーダ等） 

改修費、工事

費、備品購入費

の２／３以内 

２０万円 

（同一年度１回限り） 

【注意】 

※ 対象者は、みよし商工会またはみよし市工業経済会に加入又は加入予定の中小企業者 

（補助金の申請は、みよし商工会（０５６１－３４－１２３４）へご相談ください。） 

※ 事業を実施する前に補助金を申請し交付決定を受ける必要があります。 

※ 補助金は、予算の範囲内において交付するものとします。 

※ 商工業活性化補助金は、令和４年３月３１日までとします。 

※ 詳細は、産業課（０５６１－３２－８０１５）までお問い合わせください。 


